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新公審査答申（情）第９号 

令 和 ５ 年 ３ 月 １ ７ 日

  

 

新潟市長 様 

 

新潟市公文書公開等審査会     

会 長  菊 池  弘 之 

 

審査請求に関する諮問について（答申） 

 

 令和２年９月２日付け、新南産第２１２号の７で諮問のあった件について、次のとお

り答申する。 

 

第１ 審査会の結論 

新潟市長（以下「実施機関」という。）が令和２年６月１２日付け新南地総第１

８７号の３により行った一部公開決定について、以下のように判断する。 

１ 別表の審査請求欄に記載（以下「審査請求欄」という。）の本件摘示１、本件

摘示９から１５については、公開とした実施機関の決定は妥当である。 

２ 審査請求欄の本件摘示２から８、本件摘示１６及び１７については、当審査会

は令和４年７月１２日付けで、既に答申済みであり、本答申で判断は行わない。 

 

第２ 審査請求の経過 

１ 公文書の公開請求  

令和２年４月３０日、情報公開請求者（以下「公開請求者」という。）は、新潟

市情報公開条例（以下「条例」という。）第５条の規定に基づき、実施機関に対し、

２０１８年１月１日より２０２０年２月５日までの期間において、新潟市が株式会

社○○○（以下「○○○」という。なお、株式会社○○○○○○○○○○○に商号

変更。以下同じ。）との面談記録、契約書、その他○○○及び○○○に関する公文

書すべて（以下「本件請求文書」という。）の公開を請求（以下「本件請求」とい

う。）した。 

２ 公開決定等の期間延長 

   令和２年５月１３日、実施機関は、本件請求に係る公文書に第三者に関する情報

が記録されており、当該第三者に意見照会を実施する予定であり、決定期限内に決

定できないことが明らかであることを理由に、条例第９条第２項の規定により、令

和２年６月１２日まで公開決定等の期間延長を行い、公開請求者に通知した。 
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 ３ 実施機関の意見照会 

   令和２年６月１日、実施機関は、本件請求文書を別表の「公文書の内容」欄のと

おり特定（以下「本件対象文書」という。）した上で、本件対象文書に第三者であ

る審査請求人に関する情報が記録されていることから、条例第９条の３第１項の規

定により、審査請求人に対し、本件対象文書の公開に係る意見照会を行った。 

 ４ 意見照会に対する回答 

   令和２年６月５日、審査請求人は、実施機関に対し、本件対象文書の一部を除い

て公開に反対する意見書を提出した。 

５ 実施機関の決定 

  令和２年６月１２日、実施機関は、本件対象文書について、条例第６条第２号、

同条第３号ア及びイ、並びに同条第６号カに規定する非公開情報に該当すると判断

した情報を非公開とし、その余の情報を公開する一部公開決定（以下「本件決定」

という。）を行い、公開請求者及び審査請求人にそれぞれに通知した。 

６ 審査請求 

令和２年６月２６日、審査請求人は、本件決定のうち、審査請求欄の本件適示１

から１７に対する決定を不服として、実施機関に対し、本件決定を取り消すことを

求める審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行うとともに、行政不服審査

法第２５条第２項の規定により、本件決定の執行の停止を求める申立てを行った。 

同日、実施機関は、本件決定の執行を停止する決定を行い、審査請求人及び公開

請求者にそれぞれ通知した。 

７ 諮問 

令和２年９月２日、実施機関は、条例第１２条第１項の規定に基づき、当審査会

に諮問した。 

 

第３ 審査請求人の主張 

審査請求人が審査請求書及び反論書において、主張する内容は、おおむね以下の

とおりである。 

 １ 審査請求書における主張 

   審査請求人が主張する本件決定において非公開とすることが相当である情報（以

下「本件情報」という。）は、以下のとおり、条例第６条第３号アに該当し、非公

開情報となるのであるから、本件決定は、条例第６条第１項柱書の規定に違反して

おり、違法又は不当である。 

（１）本件情報は、審査請求人と新潟市との間の業務委託契約に基づいて、審査請求

人が提供する業務並びに許諾の対価及びその算定方法に関する情報であり、かつ

外部に公開されている情報ではない。 
この点、審査請求人が新潟市に提供した業務は、当時、審査請求人が運営する
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アイドルグループに所属するタレントを新潟市南区のＰＲに出演させる業務で

あるとともに、当該タレントの肖像等をポストカードへ使用することを許諾する

内容である。 
これらの業務及び許諾に係る対価については、機械的・単調的な作業によって

算出されているものではなく、依頼者の施策内容、肖像等の使用許諾対象物の特

性、タレントの顧客誘引力その他の事情を勘案して、審査請求人独自の技術的ノ

ウハウ等に基づき算出されている。 
本件決定においては、当該業務及び当該許諾の対価金額並びにその算定方法に

関し、その総額並びに消費税及び地方消費税額や算定基準の一部の情報を公開す

る旨の決定が行われている。すなわち、「配布した枚数分のロイヤリティをお支

払いいたします。」との記載は、対価の算定の指標そのものであるし、また、審

査請求人の業務内容や、許諾の対象となったポストカードの流通量等の情報を基

にすれば、当該対価金額に係る情報からでも、審査請求人による対価の算定方法

を推認することは可能である。また、委託契約書の契約金額及び同書添付の新潟

市南区ＰＲ業務委託契約仕様書４記載の業務内容に関する情報を基にすれば、一

般人において、当時、契約金額欄記載の対価で、どのような役務の提供を受ける

ことが可能であるかを推認することが可能となる。 
このため、本件情報が公開されると、審査請求人の依頼者に対する具体的業務

ないし許諾の内容に対する対価及びその算定方法に関する条件、少なくとも当該

条件を推知することが可能となる重要な前提事実が第三者の知り得るところと

なるのであって、審査請求人の有し、又は有していた独自の技術的ノウハウ等が

第三者に開示されることとなり、その結果、審査請求人の公正な競争関係におけ

る地位を害するおそれがある。 
（２）特に、現在、審査請求人に関し、インターネットを中心に、様々な憶測が飛び

交い、世間一般から批判が生じており、また、新潟県情報公開条例によって公開

された文書がインターネット上で公開されるという状況に至っていることを勘

案すると、本件情報が公開されることにより、審査請求人の営業活動に支障が生

じる危険性は極めて大きく、その蓋然性は極めて高い。 
（３）他方、実施機関は、本件情報を非公開としない理由について、「市議会の説明

資料など公開が前提とされている資料に掲載されている情報」であることをその

根拠としているが、その主張に理由がない。 
なぜなら、市議会は実施機関に該当するところ（条例第２条第２項）、条例第

６条柱書を反対解釈すると、実施機関は非公開情報に該当する情報を公開できる

立場にないのであるから、市議会の説明資料などにも本件情報が掲載されている

ことをもって、本件情報が非公開情報に該当しないことになる、ということはあ

り得ないからである。 
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また、条例第１６条第２号によれば、地方自治法第１３８条の４第３項の規定

により設置する附属機関及び実施機関が設置したこれに準ずる機関の会議につ

いては、原則公開であるものの、条例第６条各号に定める非公開情報に該当する

と認められる事項についての審議等を行う場合には、その会議自体が非公開とさ

れることになる。かかる規定の趣旨は、会議公開の原則よりも、非公開情報に該

当する情報の保護を優先した点にあるのであって、例え公開が前提となる実施機

関の審議の説明資料などに掲載された情報であったとしても、当該情報が非公開

情報に該当する場合、当該情報は公開されないとするのが、条例の趣旨であると

解されるからである。 
（４）以上より、本件情報は、「公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権

利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの」（第６条第３号

ア）に該当し、非公開情報となるから、本件情報については非公開決定を行うこ

とが相当であり、本件決定は条例第６条第１項柱書に違反しており、違法または

不当な処分である。 
２ 反論書における主張 

（１）後述第４の１に対する反論 

ア 新潟市情報公開事務の手引き（以下「手引き」という。）に定める解釈基準

を本件審査請求に適用することの合理性がないことについて 
実施機関は、手引きが、審査基準であって、処分基準であり、基準として合

理的である旨主張する。 
しかし、手引きは、条例上「おそれ」としか規定していない文言を、「単な

る確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められる。」として、

その範囲を限定し、事業者にとって不利益となる内容の解釈基準を定めている

ため、かかる解釈は、上記事業者の自由を保障しようとした条例の趣旨に反す

る。 
また、実際、過去の新潟市情報公開・個人情報保護審査会（現・新潟市公文

書公開等審査会）の答申においても、必ずしも手引きの解釈基準が引用されて

判断が下されているわけではないようである。 
したがって、本件審査請求の対象となる本件情報が、条例第６条第３号アに

該当するか否かの判断にあたり、手引きの基準を適用することは、合理的であ

るとはいえない。 
   イ 本件情報が条例第６条第３号アに該当することについて 

（ア）仮に手引きに定める解釈基準が合理的であるとしても、以下のとおり、本

件情報は条例第６条第３号アに該当する。 
（イ）実施機関は、弁明書において、「審査請求人が非公開情報であると主張し

ている情報には、「施策内容、肖像等の使用許諾対象物の特性、タレントの
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顧客誘引力その他の事情」といった様々な事情を勘案して決定されたもので

ある。この契約の業務内容は新潟市南区の魅力を全国にＰＲするものであっ

て、個別性が高く、同じ内容の契約を審査請求人がいずれかのものと締結す

ることは想定し難い。また、公開予定の情報に「肖像等の使用許諾対象物の

特性、タレントの顧客誘引力その他の事情」に関する情報はなく、「審査請

求人独自の技術的ノウハウ等」の算定基準が示されているものではない。さ

らに、これらの事情は事業を実施する時期によって大きく影響を受ける流動

的なものである。これらのことからすると、審査請求人が非公開情報である

と主張している情報が公になったとしても、どのような事情や根拠により委

託料が算出されたのかが明らかになることはない。仮にいずれかの者が「肖

像等の使用許諾対象物の特性、タレントの顧客誘引力その他の事情」を推知

することができたとしても、締結する業務の内容はその都度異なるし、処分

庁と審査請求人が契約を交わした当時とは事情が変わっているのであるか

ら、対価の算定根拠となることは考え難い」ことをもって、本件情報が、条

例第６条第３号アに該当しない旨の主張をしているが、これらの主張に理由

はない。 
   実施機関は、「この契約の業務内容は新潟市南区の魅力を全国にＰＲする

ものであって、個別性が高く、同じ内容の契約を審査請求人がいずれかのも

のと締結することは想定し難い。」と述べ、あたかも、審査請求人が第三者

と締結する新規の契約の内容が、実施機関と締結した契約の内容と同一であ

る場合でなければ、審査請求人の利害が害されないかの如く主張している。 
   しかし、同一の契約内容でなくとも、第三者は、審査請求人と実施機関と

の契約内容の各要素を抽象化して比較検討することで、自己の競争力を向上

させることが可能であるため、本件情報が公開されることにより、審査請求

人の市場に対する競争力が損なわれる現実的な危険が生じる。 
   そして、実施機関が指摘するロイヤリティの存在及び審査請求人が受領す

る対価金額に関する情報は、タレントの役務提供や肖像等の利用許諾の対価

の内容及び性質に関する情報であるが、係る対価の算定方法については、顧

客の利益の増加やコスト低減、あるいは、提供原価に利益を加算するような

単純、機械的な方法に馴染むものではなく、具体的な特定企業の取引先やメ

ディア等の活用情報に応じて、創造的に算出されるものである。 
したがって、最終的に算出されることとなるロイヤリティの存在及び受領

する対価金額は、審査請求人の培ってきた独自の営業ノウハウに基づいて、

取引先との協議、交渉という企業努力の果てに、個々に設定されるものであ

り、一般に公開されない性質のものであるから、かかる対価の内容及び性質

に係る情報それ自体が、審査請求人の販売営業上の情報に該当する。 
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特に、当時の審査請求人が新潟市から受託し、履行を完了させた役務提供

の内容は、宣伝ＰＲ活動であり、その性質上、一般人の知り得るところとな

っているため、「当時の審査請求人に所属するタレントが、いかなる内容の

役務の提供や許諾を行ったのか。」という情報は既に公になってしまってい

る。 
係る状況において、本件情報が外部に公開されることになってしまうと、

「当時の審査請求人が、どのタレントを起用し、どの程度の役務を提供した

場合、どのような内容及び性質の対価が発生するか。」という情報が必然的

に公開されることになる。 

そして、これらの情報が公開されてしまうと、同業他社との競争上不利益

になる上、審査請求人に業務を依頼する者が当該金額を基準として交渉する

ことは火を見るよりも明らかであり、今後の審査請求人の事業活動において、

競争上の不利益を被り、また、活動の自由が制約されることは必至である。 

なお、実施機関は、「仮にいずれかの者が「肖像等の使用許諾対象物の特

性、タレントの顧客誘引力その他の事情」を推知することができたとしても、

締結する業務の内容はその都度異なるし、処分庁と審査請求人が契約を交わ

した当時とは事情が変わっているのであるから、対価の算定根拠となること

は考え難い」と主張するが、第三者は、仮に事情の変更があっても、当該事

情の変更をも考慮した上で、審査請求人が当時保有していたノウハウ等を利

用できることに変わりはないのであって、第三者にとって、当時の実施機関

と審査請求人との契約内容は、同種案件の重要なモデルケースとして機能す

ることになる。 

以上より、本件情報を公開することは、審査請求人の権利、競争上の地位

その他正当な利益を害するものであり、また、当該利益を害するおそれは、

単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性をもって認められ

る。 

したがって、本件情報は、条例第６条第３号アに該当する。  

（ウ）特に実施機関は、ポストカードのロイヤリティに関して、「ポストカード

の流通量は公開としないが、仮にいずれかの者がポストカードに流通量につ

いての情報を得、ポストカード１枚当たりのロイヤリティを推知することが

できたとしても、公開される情報に「依頼者の施策内容、肖像等の使用許諾

対象物の特性、タレントの顧客誘引力その他の事情」についてや、「審査請

求人独自の技術的ノウハウ等」に関しての記載はないのだから、ポストカー

ド１枚当たりのロイヤリティがどのような事情や根拠により算出されたの

かが明らかになることはなく、審査請求人の主張する危険は抽象的な危険に

とどまり、具体的な危険として法的保護に値する蓋然性を示しているとはい
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えないことから、条例第６条第３号アに該当しない旨の主張をしているが、

かかる主張に理由はない。 

ポストカードが配布された施設の来場者数からポストカードの流通量を

推測する等の方法により、ポストカードの流通量が把握できるところ、流通

量が把握できれば、契約金額から逆算してロイヤリティ算定料率も推知でき

ることになるが、かかるロイヤリティ算定料率が明らかになってしまうと、

「審査請求人が、どのタレントを起用し、どの程度の使用許諾をした場合、

どのようなロイヤリティの算定式が妥当するか。」という情報が必然的に公

開されることになる。 
そして、これらの情報が公開されてしまうと、同業他社との競争上不利益

になる上、審査請求人に、所属タレントの肖像等の使用許諾を求める者が当

該内容を基準として交渉することは火を見るよりも明らかであり、今後の審

査請求人の事業活動において、競争上の不利益を被り、また、活動の自由が

制約されることは必至である。 

なお、上記に対し、実施機関は、ポストカードの１枚当たりのロイヤリテ

ィが推知できたとしても、結果として、審査請求人に具体的な危険は生じな

い旨主張しているが、実施機関は、令和２年６月１２日における一部公開決

定を行うにあたり、公文書等に記載されたポストカードのロイヤリティに関

する記載を非公開としているため、実施機関自身において、ポストカードの

１枚当たりのロイヤリティが公開されると、審査請求人に具体的な危険が生

じることを既に認めている。 

以上より、本件情報を公開することは、審査請求人の権利、競争上の地位

その他正当な利益を害するものであり、また、当該利益を害するおそれは、

単なる確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性をもって認められ

る。 

したがって、本件情報は、条例第６条第３号アに該当する。 

（エ）奈良地判（平成１０年１月２６日）及び大阪高判（平成１０年１１月１１

日）について 

ａ 本件審査請求に射程が及ばないこと 

  実施機関は、奈良地判（平成１０年１月２６日）及び大阪高判（平成１

０年１１月１１日）を引用するが、上記裁判例は、奈良県情報公開条例が

適用されるところ、同条例第３条によって、当該条例の解釈及び運用に当

たっては、「公文書の開示を求める権利」を「十分に尊重するものとする

もの」と定めていたのに対し、条例第３条は、「実施機関は、この条例の

定めるところにより、当該実施機関の保有する情報を積極的に公開するよ

う努めなければならない。」として努力義務を課しているにすぎないので



 

8 
 

あって、上記裁判例と本件審査請求とは、その前提とする事情が著しく異

なる。したがって、実施機関が引用する裁判例の射程は本件審査請求に及

ばない。 

  また、当該裁判例は、コピー機の利用代金という、機械的単調的な作業

ないしサービスに対する対価金額に関する情報が問題となった事案であ

るところ、本件審査請求で問題となっているのは、タレントの役務提供及

び肖像等の使用許諾に対する対価という、顧客誘引力、広告主の持つ影響

力等によって、創造的に算定される対価であって、上記裁判例と本件審査

請求とは、その前提とする事情が著しく異なる。 

したがって、実施機関が引用する裁判例の射程は本件審査請求に及ばな

い。 

ｂ 前記裁判例の射程が本件審査請求に及んだとしても、本件情報が条例第

６条第３号アに該当すること 

  仮に、当該裁判例の射程が本件審査請求に及んだ場合でも、本件情報の

開示は、審査請求人の競争上の地位その他正当な利益を損なうため、本件

情報は、以下のとおり、条例第６条第３号アに該当する。 

奈良地判（平成１０年１月２６日）は、「当該法人の競争上の地位その

他正当な利益が損なわれるとするためには、一般の経済的取引における契

約内容の開示と異なり、当該開示により、原価、価格ロジック、価格体系

等の営業上の秘密やノウハウが明らかになるなどの事情が必要であると

解される。」と述べているところ、上述のとおり、本件情報は、それ自体

が審査請求人の営業上の秘密又はノウハウであるし、また、上述のとおり、

本件情報が公開されてしまうと、「審査請求人が、どのタレントを起用し、

どの程度の役務を提供した場合、どのような内容及び性質の対価が発生す

るか。」及び、「審査請求人が、どのタレントを起用し、どの程度の使用

許諾をした場合、どのようなロイヤリティの算定式が妥当するか。」とい

う価格ロジック又は価格体系等に関する営業上の秘密ないしノウハウが

必然的に明らかになるという事情がある。 

以上より、本件情報の開示は、審査請求人の競争上の地位その他正当な

利益を損なうものといえる。したがって、本件情報は、条例第６条第３号

アに該当する。 

（オ）以上より、本件決定は違法または不当である。 

 （２）後述第４の２に対する反論 

ア 実施機関は、「情報公開請求者が公開された情報を審査請求人の主張する方

法等を用いて、第三者に広く公表したとしても、公開される情報の内容と「審

査請求人の営業活動に支障が生じる」ことに具体的な関連性はなく、審査請求
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人の主張する危険な抽象的な危険にとどまり、具体的な危険として法的保護に

値する蓋然性を示しているとはいえず、「公正な競争関係における地位を害す

るおそれ」（条例第６条第３号ア）はない旨の主張をするが、以下のとおり、

かかる主張に理由はない。 

   イ 本件情報が情報公開請求者によってインターネット上で公表されることで、

多数の者が本件情報にアクセスすることが容易になるため、上述した審査請求

人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する危険が生じる蓋然性は、ひ

と際高まることになる。 

また、審査請求人の提出資料によれば、新潟県に対する情報公開請求者によ

って、インターネット上で公表された文書は、２０１９年１月２２日に行われ

た面談記録に係る文書である。 

また、他の提出資料によれば、本件決定の後であるが、氏名不詳者が、２０

２０年２月１１日、「「請求する～内容」欄には「２０１８年１２月８日より

２０１９年１２月３１日までの期間において、知事、副知事及び部局のいずれ

かまたは二者以上が、株式会社○○○と面談を行なった際の記録すべて」と記

載し、新潟県に情報公開請求をした上で、開示された文書をインターネット上

に公開したことがわかる。 

ゆえに、いずれの請求も、２０１８年１２月８日に発生した、当時審査請求

人所属のタレントに対する暴行被疑事件に端を発していることが明らかであ

る。 

そして、本件請求の対象となった文書は、「２０１８年１月１日より２０２

０年２月５日までの期間における、南区ＰＲ大使について○○○役員・職員と

実施機関との面談記録及び契約書、新潟市で実施された○○○○○または○○

○を議題とした会議の議事録又はメモ、○○○と実施機関との電話記録、○○

○から実施機関へ送付された請求書・領収書・履行届」であり、本件請求も、

上記暴行被疑事件に端を発していることが明らかである。 

そのため、本件請求を行った人物においても、上記の如く、開示された情報

をインターネット上で公表する目的を有していると推認され、本件情報が開示

された場合、本件情報がインターネット上で第三者に広く公表される蓋然性は

極めて高い。 

そして、本件情報がインターネット上で公表されると、本件情報が公開され

ることで、情報公開請求者やその他第三者による誹謗中傷の的になることが容

易に想像され、審査請求人の競争上の地位その他正当な利益は、一層害される

ことになる。 

以上より、本件情報を公開することは、審査請求人の権利、競争上の地位そ

の他正当な利益を害するものであり、また当該利益を害するおそれは、単なる
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確率的な可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性をもって認められる。 

したがって、本件情報は、条例第６条第３号アに該当する。 

   ウ 以上より、本件決定は違法または不当である。 

 （３）後述第４の３に対する反論 

   ア 実施機関の弁明は、新潟市議会基本条例第１２条第５号に定める、一般的か

つ抽象的な努力義務があること、地方自治法に定める議会の公開の原則の存在、

及び、市議会議員が守秘義務を負わないこと等を根拠に、「議会に対し説明さ

れた情報は全ての市民が知ることのできる情報であり、公開されることが前提

の情報であると解釈すべきである。」と主張しているが、かかる主張に理由は

ない。 

なぜなら、条例は、明文をもって、市議会を含む実施機関が、情報公開請求

の対象となった文書のうち、条例第６条第３号アに該当する非公開情報を公開

できないものと定めているし、また、条例第１５条に基づき制定された「情報

の公表及び提供に関する指針」第３条及び第４条においても、実施機関である

市議会が公表及び提供することを想定している情報ないし資料からは、条例第

６条各号に該当する非公開情報が除外されている。そのため、条例は市議会を

通じて公開されることが前提となる情報ないし資料であったとしても、その全

てを公表することを想定しているとは到底解釈できないからである。 

したがって、実施機関の主張に理由はない。 

   イ 仮に、実施機関の解釈が採用されたとしても、そもそも、決算特別委員会の

決算説明資料には、単に事業の総額が記載されているのみで、その詳細な内訳

については記載されていないのであるから、上記説明資料をもって、本件情報

が市議会において説明された情報であり、公開されることが前提の情報に該当

するということは困難である。 

そして、上述のとおり、本件情報は、条例第６条第３号アに該当するのであ

るから、本件情報を公開することは違法または不当である。 

     

第４ 実施機関の主張 

実施機関が弁明書において主張する内容は、おおむね以下のとおりである。 

 １ 前述第３の１（１）に対して 

（１）本件情報において、審査請求人は条例第６条第３号アに該当すると主張してい

るところ、同号アにおける当該法人等の「競争上の地位その他正当な利益を害す

るおそれ」が認められるか否かが問題となる。 

（２）この点について、手引きは、同号の趣旨は、法人等又は事業を営む個人の正当

な事業活動の自由を保障することであるとしており、同号アについては、下記の

いずれかに該当するものとしている。 
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①生産技術上又は販売営業上の情報で、公にすることにより法人等又は個人の

事業活動に対し、競争上不利益を与えるおそれがあると認められるもの 

②経営方針、経理、金融、人事、労務管理等の事業活動を行う上で内部管理に

関する情報で、公にすることにより法人等又は事業を営む個人の事業運営上、

不利益を与え、又は社会的信用を損なうおそれがあると認められるもの 

③その他公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の名誉又は社会的評

価、活動の自由、信用等が損なわれるおそれがあると認められるもの 

さらに、「『正当な利益を害するおそれがあるもの』かどうかの判断は、法人等

又は事業を営む個人の当該事業の性格、規模、事業内容等に留意しつつ、当該情

報の公開をした場合に生ずる影響を個別、具体的に慎重に検討した上で行うもの

とする。なお、この『おそれ』の判断に当たっては、単なる確率的な可能性では

なく、法的保護に値する蓋然性が求められる。」とされている。 

手引きは、条例に基づく公開決定等の審査基準を定めたものであるところ、そ

の内容は、条例の定める非公開情報該当性についての実施機関の裁量判断の基準

を定めたものとして合理的である。 

（３）本件情報は、実施機関が審査請求人と締結した「新潟市ＰＲ業務委託契約」の

契約書（以下「契約書」という。）、「配付した枚数に応じたロイヤリティを支払

う」旨及び実施機関が審査請求人に対して支出する金額についてである。 

契約書が公開されることにより、契約書添付の仕様書４記載の業務内容が契約

書に記載の金額で実施されたことが明らかになるが、この金額は審査請求人が主

張するように「施策内容、肖像等の使用許諾対象物の特性、タレントの顧客誘引

力その他の事情」といった様々な事情を勘案して決定されたものである。この契

約の業務内容は新潟市南区の魅力を全国にＰＲするものであって、個別性が高く、

同じ内容の契約を審査請求人がいずれかのものと締結することは想定し難い。ま

た、公開予定の情報に「肖像等の使用許諾対象物の特性、タレントの顧客誘引力

その他の事情」に関する情報はなく、「審査請求人独自の技術的ノウハウ等」の

算定基準が示されているものではない。さらに、これらの事情は事業を実施する

時期によって大きく影響を受ける流動的なものである。 
これらのことからすると、審査請求人が非公開情報であると主張している情報

が公になったとしても、どのような事情や根拠により委託料が算出されたのかが

明らかになることはない。仮にいずれの者が「肖像等の使用許諾対象物の特性、

タレントの顧客誘引力その他の事情」を推知することができたとしても、締結す

る業務の内容はその都度異なるし、実施機関と審査請求人が契約を交わした当時

とは事情が変わっているのであるから、対価の算定根拠となることは考え難い。 
よって、審査請求人の主張は、上記①ないし③に該当するものではなく、あく

まで抽象的な危険を指摘するにとどまり、具体的な危険として法的保護に値する
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蓋然性を示しているとはいえず、「公正な競争関係における地位を害するおそれ」

（条例第６条第３号ア）はない。 

また、ポストカードの流通量は公開としていないが、仮にいずれかの者がポス

トカードの流通量についての情報を得、ポストカード１枚当たりのロイヤリティ

を推知することができたとしても、公開される情報に「依頼者の施策内容、肖像

等の使用許諾対象物の特性、タレントの顧客誘引力その他の事情」についてや「審

査請求人独自の技術的ノウハウ等」に関しての記載はないのだから、ポストカー

ド１枚当たりのロイヤリティがどのような事情や根拠により算出されたのかが

明らかになることはなく、審査請求人の主張する危険は抽象的な危険にとどまり、

具体的な危険として法的保護に値する蓋然性を示しているとはいえず、「公正な

競争関係における地位を害するおそれ」（条例第６条第３号ア）はない。 
（４）同一の条項について問題となった奈良地判（平成１０年１月２６日）において、

裁判所は、「地方公共団体と契約を締結する法人等は、行政の透明性等の要請か

ら、民間と契約する場合とは異なる制約を甘受せざるを得ないものである。」「一

般競争入札以外の方法による契約についても、料金部分を含むその契約内容等に

ついて、公開することを原則としていると考えられる。したがって、地方公共団

体と契約を締結する法人等において、契約内容の開示により当該法人の競争上の

地位その他正当な利益が損なわれるとするためには、一般の経済的取引における

契約内容の開示と異なり、当該開示により、原価、価格ロジック、価格体系等の

営業上の秘密やノウハウが明らかになるなどの事情が必要であると解される。」

と指摘する。さらに、上記奈良地判の上級審である大阪高判平成１０年１１月１

１日においても当該奈良地裁の判決は維持され、控訴棄却にて確定しており、「本

件契約において契約内容の開示をすべき根拠は、地方公共団体と契約を締結する

法人等に民間と契約する場合と異なる制約を課さざるを得ない」としている。 
これら裁判例を考慮すると、随意契約を締結した本件のように、地方公共団体

という予算の限定がある相手方との契約において、仮に他の民間企業と異なる金

額により、契約を締結したことが明らかとなったとしても、価格ロジック、算定

基準そのものや算定根拠の記載がない以上、営業上の秘密やノウハウが明らかに

されているとはいい難い。 
したがって、上記裁判例を考慮しても、本件決定に違法又は不当は存しない。 

２ 前述第３の１（２）に対して 

公開請求者が公開された情報を審査請求人の主張する方法等を用いて、第三者に

広く公開したとしても、公開される情報の内容と「審査請求人の営業活動に支障が

生じる」ことに具体的な関連性はなく、審査請求人の主張する危険は抽象的な危険

にとどまり、具体的な危険として法的保護に値する蓋然性を示しているとはいえず、

「公正な競争関係における地位を害するおそれ」（条例第６条第３号ア）はない。 
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３ 前述第３の１（３）に対して 
市議会が条例における実施機関であることは指摘のとおりである。しかし、審査

請求人は、本件決定により公開した情報が非公開となることを前提として主張して

いるが、上記のとおり、本件決定により公開した情報は非公開とならないのである

から、当該主張は理由がない。 

また、市議会が実施機関であることを理由として、本件決定の理由に対する反論

をしているものと思料されるが、本件決定の理由の中核は、本来議会を通じて公開

されることが前提となる資料であるということである。すなわち、市長は議会に対

し、「事業を作成した際」の「財源措置及び将来にわたるコスト計算」を「明らか

にするよう努める」（新潟市議会基本条例第１２条第５号）必要がある。この明ら

かにするよう努めるべき情報について、事業の支出金額は根本をなす情報である。

議会の議事は公開が原則であることはもとより（地方自治法第１１５条第１項本

文）、公開が義務付けられている（同条例第１０条）。 

さらに、市議会議員は特別職の地方公務員で（地方公務員法第３条第３項第１号）

一般職の地方公務員に課せられた秘密を守る義務を負わない（同法第４条）。 
つまり、市長は議会に対し、事業における支出額を説明する責任があるし、議会

は説明を受けた事柄について、市民に対し説明する責任がある。よって、議会に対

し説明された情報は全ての市民が知ることのできる情報であり、公開されることが

前提の情報であると解釈すべきである。 
なお、実施機関が審査請求人に支払った金額を含む事業の総額については、決算

特別委員会の決算説明資料に南区地域総務課の政策推進経費として記載されてい

る（平成２９年度２，２７２，１７６円であり、平成３０年度２，０７９，０２９

円）。この資料は、議会において議員に対して配布されている。同様の記載のある

「決算説明書」は、新潟市ホームページにおいて、平成２９年度分まで公開されて

おり、平成３０年度以降の分についても公開される予定である。また、総額に対す

る内訳についても議会において質問があれば回答するし、決算額の内訳について質

問があるのはまれなことではないため、回答できるよう資料として準備している事

項である。 
４ 以上より、本件決定は、違法又は不当ではなく、本件審査請求は棄却されるべき

である。 
 

第５ 審査会の判断 

１ 本件審査請求について 

本件審査請求は、本件請求において、実施機関が別表の「公文書の内容」欄のと

おり本件対象文書を特定し、審査請求人に公開に係る意見照会を行った上で、本件

対象文書中、別表の「実施機関が非公開と判断した情報」欄の情報については、条
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例第６条第２号、同条第３号ア及びイ、並びに同条第６号カで規定する非公開情報

に該当するとして非公開とし、その余の部分については公開と判断して、公開請求

者及び審査請求人にその旨を通知したところ、審査請求人より実施機関が非公開と

判断した部分以外の本件情報についても、条例第６条第３号アに該当するため、本

件決定を取り消すべきと主張し、審査請求がなされたものである。 

当審査会は審査請求欄のうち、本件摘示２から８、本件摘示１６から１７につい

ては、令和４年７月１２日付け新公審査答申（情）第６号答申にてすでに判断して

いるため、本件請求に対する判断は行わない。 

そのため、本件摘示１及び本件摘示９から１５について、判断を行うものとする。 

２ 審査請求人が主張する本件情報について 

   本件情報を分類すると、以下のとおりとなる。 

（１）新潟市南区ＰＲ業務委託契約書（平成２９年度及び平成３０年度）及び新潟

市南区ＰＲ大使活動実施委託に関する請求書及び履行届に記載されている金額

欄に記載されている数字（審査請求欄 本件摘示１、本件摘示９から１５） 

（２）新潟市南区ＰＲ業務委託契約書（平成２９年度及び平成３０年度）の仕様書

に記載されている「４ 業務内容」に定める全内容（審査請求欄 本件摘示１） 

 ３ 審査請求人と実施機関の主張について  

 （１）実施機関は、 

ア 本件請求の契約書の業務内容は、新潟市南区の魅力を全国にＰＲするもので

あって、個別性が高い。また、公開予定の情報に肖像等の使用許諾対象物の特

性、タレントの顧客誘引力その他の事情に関する情報はなく、審査請求人独自

の技術的ノウハウ等の算定基準が示されているものではない。さらに、これら

の事情は事業を実施する時期によって大きく影響を受ける流動的なもので、審

査請求人が主張している本件情報が公になったとしても、どのような事情や根

拠により委託料が算出されたのかが明らかになることはなく、審査請求人の主

張は、あくまで抽象的な危険を指摘するにとどまり、具体的な危険として法的

保護に値する蓋然性を示しているとはいえず、公正な競争関係における地位を

害するおそれはないこと 

イ 第三者に公開請求者が広く公開したとしても、公開される情報の内容と審査

請求人の営業活動に支障が生じることに具体的な関連性はなく、審査請求人の

主張する危険は抽象的な危険にとどまり、具体的な危険として法的保護に値す

る蓋然性を示しているとはいえず、公正な競争関係における地位を害するおそ

れはないこと 

ウ 本件決定の理由の中核は、本来議会を通じて公開されることが前提となる資

料であり、市長は議会に対し、事業における支出額を説明する責任があるし、

議会は説明を受けた事柄について、市民に対し説明する責任があることから、
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議会に対し説明された情報はすべて市民の知ることのできる情報であり、公開

されることが前提の情報であると解釈すべきである 

といった主張をしている。 

（２）実施機関の上記アからエの主張に対し、審査請求人は、 

ア 審査請求人が第三者と締結する新規の契約内容が、実施機関と締結した契約

と同一の内容でなくとも、第三者は、審査請求人と実施機関との契約内容の各

要素を抽象化して比較検討することで、自己の競争力を向上させることが可能

であるため、本件請求の情報が公開されることにより、審査請求人の市場に対

する競争力が損なわれる現実的な危険が生じる。受領する対価金額は、審査請

求人の培ってきた独自の営業ノウハウに基づいて、取引先との協議、交渉とい

う企業努力の果てに、個々に設定されるものであり、一般に公開されない性質

のものであるから、かかる対価の内容及び性質に係る情報それ自体が、審査請

求人の販売営業上の情報に該当すること 

イ 本件請求を行った人物においても、上記の如く、開示された情報をインター

ネット上で公表する目的を有していると推認され、本件情報が開示された場合、

本件情報がインターネット上で第三者に広く公表される蓋然性は極めて高い。

本件情報がインターネット上で公表されると、本件情報が公開請求者やその他

第三者による誹謗中傷の的になることが容易に想像され、審査請求人の競争上

の地位その他正当な利益は一層害されることになること 

ウ 仮に、実施機関の解釈が採用されたとしても、そもそも決算特別委員会の決

算説明資料には、単に事業の総額が記載されているのみで、その詳細な内訳に

ついては、記載されていないのであるから、上記説明資料をもって、本件情報

が市議会において説明された情報であり、公開されることが前提の情報に該当

するということは困難である 

といった主張をしている。 

 以下、上記２の分類と審査請求人と実施機関双方の主張に基づいて、本件情報を

公開とした実施機関の判断の妥当性について検討する。 

 ４ 上記２（１）の情報について 

 （１）上記２（１）の情報は、本件対象文書を見分すると、新潟市南区ＰＲ業務委託

における事業ごとの委託料の金額であるところ、審査請求人は、どのタレントを

起用し、どの程度の役務を提供した場合、どのような内容および性質の対価が発

生するかという情報が必然的に公開されることになると主張があるが、審査請求

人が培ってきた独自の営業ノウハウに基づいた取引先との協議、交渉という企業

努力の果てに、個々に設定されるものであり、一般に公開されない性質のもので

あるから、かかる対価の内容および性質に係る情報それ自体が審査請求人の販売

営業上の情報に該当するとまでは認められない。  
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 （２）したがって、審査請求人が主張する条例第６条第３号アの当該法人等の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものに該当するとはいえ

ず、実施機関の判断は妥当であると判断する。 

５ 上記２（２）の情報について 

（１）上記２（２）の情報は、本件対象文書を見分すると、審査請求人が契約を履行

する上で必要な業務内容について記載されている。 

当審査会は、仕様書について、どのような経緯及び目的で作成したのか、実施

機関に確認したところ、委託するにあたり、業務の目的を効果的に達成できるよ

う、区が主導して受託者と協議して作成したもので、契約書の条項に記載した取

り決めについて、具体的な事項を記載し、委託者と受託者の間で解釈の齟齬が生

じないよう作成したとのことであった。 

（２）そうすると、本件に関する契約をする際に、実施機関が主導して業務内容を決

めており、双方の合意による仕様書の業務内容であることから、審査請求人が主

張する条例第６条第３号アの当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益

を害するおそれがあるものに該当するとはいえず、公開とすることが妥当である

と判断する。 

６ なお、実施機関及び審査請求人は、第５審査会の判断で取り上げた以外の主張を

しているが、当審査会の判断を左右するものではない。 

７ 以上のことから、「第１ 審査会の結論」のとおり答申する。 

 

第６ 審査会の開催経過 

当審査会の開催経過の概要は、次のとおりである。 

 

年 月 日 内容 

令和 ２年 ９月 ２日 実施機関の諮問書を受理 

令和 ４年１２月１４日 審査会開催（第１回） 

令和 ５年 １月２６日 審査会開催（第２回） 

令和 ５年 ２月２０日 審査会開催（第３回） 

令和 ５年 ３月１３日 審査会開催（第４回） 

 

（第２部会） 

  委員 野口祐郁、 委員 今本啓介、 委員 藤瀬竜子 
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別表 

令和２年６月１２日付け新南地総第１８７号の３の一部公開決定 

番号 公文書の内容 
実施機関が非公開と 

判断した情報 

審査 

請求 

１ 

新潟市南区ＰＲ業務委託契約書及び

仕様書（平成２９年度及び平成３０

年度） 

・○○○の法人の印影 
本件摘示

１ 

２ 

平成３１年１月１６日付けメール ・個人名、当者の氏名・携帯電

話番号 

・メールアドレス 

 

３ 
平成３１年１月１４日付け文書（２

の添付書類） 

・個人名・○○○の法人の印影 
 

４ 

平成３１年３月２０日付けメール ・○○○担当者の氏名・携帯電

話番号 

・メールアドレス 

 

５ 

平成３１年３月３０日付けメール ・○○○担当者の氏名・○○○

以外の法人等に関する非公開の

情報・ポストカードロイヤリテ

ィの単価等・市職員の個人メー

ルアドレス 

本件摘示

２ 

６ 
新潟市南区ＰＲ業務委託に関する請

求書（４の添付書類） 

・法人等に関する非公開の連絡

先・銀行口座情報 

本件摘示

３ 

７ 
新潟市南区ＰＲ業務委託に関する履

行届（４の添付書類） 

 本件摘示

４ 

８ 

南区ＰＲ大使使用料に関する請求書

（４の添付書類） 

・ポストカードロイヤリティの

数量・単価、法人等に関する非

公開の連絡先・銀行口座情報 

本件摘示

５ 

９ 

平成３１年４月２日付けメール ・○○○担当者の氏名・メール

アドレス・市職員の個人メール

アドレス 

 

１０ 
新潟市南区ＰＲ業務委託に関する請

求書（８の添付書類） 

・法人等に関する非公開の連絡

先・銀行口座情報 

本件摘示

６ 

１１ 
新潟市南区ＰＲ業務委託に関する履

行届（８の添付書類） 

 本件摘示

７ 

１２ 

南区ＰＲ大使使用料に関する請求書

（８の添付書類） 

・ポストカードロイヤリティの

数量・単価、法人等に関する非

公開の連絡先・銀行口座情報 

本件摘示

８ 

１３ 

平成３１年４月３日付けメール ・○○○担当者の氏名・メール

アドレス・市職員の個人メール

アドレス 
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１４ 

令和元年５月２８日付け市送信メー

ル 

・○○○担当者の氏名・メール

アドレス・市職員の個人メール

アドレス 

 

１５ 

令和元年５月２８日付け市受信メー

ル 

・○○○担当者の氏名・携帯電

話番号・メールアドレス・法人

等に関する非公開の連絡先 

・市職員の個人メールアドレス 

 

１６ 

南区ＰＲ大使活動実施委託関係請求

書、履行書届（平成２９年１１月２

日 ル レクチェＰＲ会議） 

・○○○の法人印の印影、法人

等に関する非公開の連絡先・銀

行口座情報 

本件摘示

９ 

１７ 

南区ＰＲ大使活動実施委託関係請求

書、履行届（平成２９年１１月３０

日 ル レクチェ解禁祭） 

同上 
本件摘示

１０ 

１８ 
新潟市南区ＰＲ業務委託関係請求

書、履行届（平成２９年度分） 

同上 本件摘示

１１ 

１９ 

南区ＰＲ大使活動実施委託関係請求

書、履行届（平成３０年５月２９日

しろね大凧と歴史の館「１日館長」） 

同上 
本件摘示

１２ 

２０ 

南区ＰＲ大使活動実施委託関係請求

書、履行届（平成３０年度笹川邸ミ

ュージアム衣装・写真・絵画展示に

関する業務） 

同上 

本件摘示

１３ 

２１ 

南区ＰＲ大使活動実施委託関係請求

書、履行届（平成３０年１０月２３

日笹川邸ミュージアム初日式典・内

覧会） 

同上 

本件摘示

１４ 

２２ 

南区ＰＲ大使活動実施委託関係請求

書、履行届（平成３０年１１月２１

日ル レクチェ解禁ＰＲメディアキ

ャラバン） 

同上 

本件摘示

１５ 

２３ 
新潟市南区ＰＲ業務委託関係請求

書、履行届（平成３０年度分） 

同上 本件摘示

１６ 

２４ 

南区ＰＲ大使（○○○○○）使用料

（笹川邸ポストカードに使用）※請

求書のみ 

・○○○の法人印の印影、法人

等に関する非公開の連絡先・銀

行口座情報、ポストカードロイ

ヤリティの計算式 

本件摘示

１７ 
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別表２ 

実施機関が公開と判断した情報のうち、当審査会が非公開とすることが妥当な情報 

番号 公文書の内容 

当審査会が非公

開とすることが

妥当な情報 

１ 
新潟市南区ＰＲ業務委託契約書及び仕様書（平成２９年度及び平

成３０年度） 
 

２ 平成３１年１月１６日付けメール  

３ 平成３１年１月１４日付け文書（２の添付書類）  

４ 平成３１年３月２０日付けメール  

５ 平成３１年３月３０日付けメール （答申済み） 

６ 新潟市南区ＰＲ業務委託に関する請求書（４の添付書類） （答申済み） 

７ 新潟市南区ＰＲ業務委託に関する履行届（４の添付書類） （答申済み） 

８ 南区ＰＲ大使使用料に関する請求書（４の添付書類） （答申済み） 

９ 平成３１年４月２日付けメール  

１０ 新潟市南区ＰＲ業務委託に関する請求書（８の添付書類） （答申済み） 

１１ 新潟市南区ＰＲ業務委託に関する履行届（８の添付書類） （答申済み） 

１２ 南区ＰＲ大使使用料に関する請求書（８の添付書類） （答申済み） 

１３ 平成３１年４月３日付けメール  

１４ 令和元年５月２８日付け市送信メール  

１５ 令和元年５月２８日付け市受信メール  

１６ 
南区ＰＲ大使活動実施委託関係請求書、履行書届（平成２９年１

１月２日 ル レクチェＰＲ会議） 
 

１７ 
南区ＰＲ大使活動実施委託関係請求書、履行届（平成２９年１１

月３０日 ル レクチェ解禁祭） 
 

１８ 新潟市南区ＰＲ業務委託関係請求書、履行届（平成２９年度分）  

１９ 
南区ＰＲ大使活動実施委託関係請求書、履行届（平成３０年５月

２９日しろね大凧と歴史の館「１日館長」） 
 

２０ 
南区ＰＲ大使活動実施委託関係請求書、履行届（平成３０年度笹

川邸ミュージアム衣装・写真・絵画展示に関する業務） 
 

２１ 
南区ＰＲ大使活動実施委託関係請求書、履行届（平成３０年１０

月２３日笹川邸ミュージアム初日式典・内覧会） 
 

２２ 
南区ＰＲ大使活動実施委託関係請求書、履行届（平成３０年１１

月２１日ル レクチェ解禁ＰＲメディアキャラバン） 
 

２３ 新潟市南区ＰＲ業務委託関係請求書、履行届（平成３０年度分） （答申済み） 

２４ 
南区ＰＲ大使（○○○○○）使用料（笹川邸ポストカードに使用）

※請求書のみ 
（答申済み） 
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